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●事業者の皆様へ

○ 発熱や風邪症状などの症状がみられる従業員の出勤を停止すること
○ 業種別ガイドラインの遵守
○ 夏を乗り切る︕５つの「岡⼭ルール」及び「夏のマスクコード」の

遵守と周知
○ ワクチン休暇の導入など、従業員が安心してワクチン接種できる環境

整備に努めること
○ 岡⼭県飲食店感染防止対策第三者認証事業 ※の認証取得に努めること

※岡⼭県飲食店感染防止対策第三者認証事業
県内の飲食店⼜は喫茶店における感染防止対策について、現地調査を
⾏った上で、⼀定の基準に適合している店舗を認証する制度。
令和3年8月2日から、認証申請の受付を開始しています。

期間 令和３年８月４日（水）から８月３１日（火）まで

実
施
内
容

対象施設
【飲食店等】飲食店⼜は喫茶店等（テイクアウト、宅配を除く）
【遊興施設】接待を伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【結婚式場】結婚式場

要請内容

（特措法第２４条第９項に基づくもの）
○営業時間の短縮（通常２１時を超え営業している店舗は営業時間を５時〜2１時
までに短縮、酒類の提供は１１時〜２０時まで）

○飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、
当該設備の利⽤⾃粛

○マスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利⽤者の入場禁止（退場を
含む）

○アクリル板、パーティションの設置や座席の間隔の確保など飛沫防止に効果の
ある措置

○⼿指の消毒設備の設置、従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症
状者の入場禁止、事業所の消毒、施設の換気などを徹底

○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○「もしサポ岡⼭」の活⽤

●重点強化区域（岡山市）の飲食店等の皆様へ

※ ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の⻑時間滞在を目的とした利⽤が相当程度⾒込まれる施設は、営業時間短縮の要請の対象外
であるが、入場整理や酒類の提供時間短縮及びカラオケ設備の利⽤⾃粛を働きかけ

＜時短要請協⼒⾦対象＞
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 催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。












